
防衛省職員（非常勤隊員）募集案内 

 

自衛隊神奈川地方協力本部では、下記により非常勤隊員（期間業務隊員）を募集します。 

 

                  記 

 

１ 受付期間 

  令和８年１月１６日（金）～令和８年１月２９日（木） 

（持参の場合は土・日曜日を除く午前８時３０分から午後５時１５分までの間で、郵送

の場合は１月３０日（金）必着とします。） 

※なお、応募者多数の場合は受付期間を繰り上げて締め切らせて頂きます。 

 

２ 雇用形態 

  非常勤隊員（期間業務隊員） 

 

３ 勤務地・採用職種・採用人数 

 

勤 務 先 所 在 地 採用職種 
採用予定 

人  数 

自衛隊神奈川地方協力本部

川崎出張所 

〒210-0004 

神奈川県川崎市川崎区宮本町 7-1 

三陽会館ビル 3F 

募集業務の補助等 

（非常勤隊員） 

左記 

勤務先 

各１名 

自衛隊神奈川地方協力本部

溝の口募集案内所 

〒213-0001 

神奈川県川崎市高津区溝口 

2-17-35 タチバナビル 103 

自衛隊神奈川地方協力本部

市ヶ尾募集案内所 

〒225-0024 

神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町 

1052-1 サニー市ヶ尾ビル 2F 

自衛隊神奈川地方協力本部

平塚地域事務所 

〒254-0807 

神奈川県平塚市代官町 9-26 

宮代会館 2F 

自衛隊神奈川地方協力本部

相模原地域事務所 

〒252-0231 

神奈川県相模原市中央区相模原 

4-7-10 エス・プラザビル 1F 

自衛隊神奈川地方協力本部

藤沢募集案内所 

〒251-0052 

神奈川県藤沢市藤沢 976-2 

秀明ビル 5F 

 

４ 採用予定期間・勤務日数 

  採用予定期間 勤務日数 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 ２３５日程度 

  ※ 勤務日数については、状況により若干変動する場合があります。 

 



５ 職務内容及び必要な技能・資格等 

採用職種 職 務 内 容 必要な技能・資格等 

募集業務の 

補助等 

・ 自衛官募集のための学校、自治体、募集 

対象者等に対する広報 

・ 志願手続きに関する業務 

・ 志願者に対する採用試験から入隊までの 

アドバイス 

・ 募集統計資料の作成及び整理 

・ 渉外広報業務 

・ 来訪又は電話による各種問い合わせへの対応 

・ その他、出張所等の長が特に命じた業務 

・ パソコン（ﾜｰﾄﾞ･

ｴｸｾﾙ･ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ

等）による資料

作成ができるこ

と 

・ 第１種普通自動

車免許（日常運

転経験を有する

こと） 

 

 

６ 応募資格 

 次のいずれか一つに該当する者は応募できません。 

(1) 日本国籍を有しない者 

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなる 

までの者 

(3) 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

(4) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

(5) 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を

原因とするもの以外） 

 

 

７ 試験日及び試験場所 

(1) 試 験 日：令和８年２月１０日（火） 

(2) 試験場所：自衛隊神奈川地方協力本部（神奈川県横浜市中区山下町２５３－２） 

※ 試験日及び試験場所については、変更する場合があります。 

 試験日の時間等、細部については「選考採用試験通知書」を確認して下さい。 

 

 

８ 試験種目 

  口述（面接）試験 

 

 

 

 

 



９ 応募要領等 

提出書類 提出部数 非常勤隊員応募票請求先及び提出先 

非常勤隊員応募票 

（短辺とじ両面印刷） 
１部 

〒231-0023 

神奈川県横浜市中区山下町 253-2 

自衛隊神奈川地方協力本部総務課人事班 

℡045-662-9426（代表） 

履歴書 

（長辺とじ両面印刷） 
１部 

義務教育以外の最終学校

の卒業証明書の写し又は

修業証明書 ※ 

１部 

運転免許証の写し １部 

(1) 自衛隊神奈川地方協力本部ホームページによりダウンロードまたは、直接受領もし 

くは、郵送による請求があります。ダウンロードする際は、１枚の用紙に両面印刷し

た後、記入して下さい。 

(2) 非常勤隊員応募票を郵送で請求する場合は、住所・氏名を明記し、１８０円切手を 

貼った返信用封筒（Ａ４版）を同封して下さい。 

 (3) 非常勤隊員応募票は自筆で記入し、写真（６ヶ月以内に撮影した脱帽、上半身、正

面向きのもので、縦４ｃｍ・横３ｃｍ程度のもの。）を貼って下さい。 

 (4) 応募された方には、後日「選考採用試験通知書」（受験票に代わる書面です。）を

郵送します。試験日等が変更になる場合がありますので確認して下さい。 

提出書類を郵送する場合は、特定記録又は簡易書留により処置して下さい. 

※卒業証明書等が受付期間に間に合わない場合は、試験日に必ず提出して下さい。 

 

 

 

10 試験結果通知 

    令和８年３月下旬頃、受験者全員に書面にて通知します。 

  なお、電話による問い合わせ、採用の合否にかかわる理由についての問い合わせ 

には応じません。 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 給与等 

 (1) 賃 金 

   日額１０，４００円～１４，３００円（地域手当含む。） 

職歴等により異なります。 

   ※月末締めで、翌月１８日を基準として指定の口座に入金されます。 

(2) 通勤手当 

公共交通機関使用者の場合 上限月額１５０，０００円 

※私有車による通勤は出来ません。 

(3) 期末・勤勉手当 

６ヶ月以上勤務した場合、規則に応じて支給されます。 

(4) 退職金 

   あり 

   ※月１８日以上の勤務が引き続き一定期間を超えた場合、国家公務員退職手当法 

が適用されます。 

 

12 加入保険等 

(1) 採用後は、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の対象となります。 

(2) 公務災害については、国家公務員災害補償法が適用されます。 

 

13 人事管理等 

 (1) 採用後の身分 

   陸上自衛隊に勤務する非常勤隊員（期間業務隊員） 

 (2) 就業時間 

ア ８時３０分～１７時１５分（基準）（勤務７時間４５分、休憩１時間） 

※  休憩は原則１２時００分から１３時００分です。 

イ 週５日 土・日曜及び祝日は休日になります。 

なお、状況により時間外勤務（土・日曜、祝日勤務等）をする場合があり 

ます。（その場合、勤務状況に応じ、別に休暇が付与されます。） 

(3) 休 暇 

採用から６ヶ月経過後、年間１０日の有給が付与されます。（その他、規則に 

応じて付与されます。） 

(4) 採用後の人事管理については、防衛省の方針によります。 

 

14 その他 

(1) 受験のための旅費、宿泊費等は支給されません。 

(2) 提出された応募書類等は一切返却しませんので、あらかじめご承知おき下さい。 

提出された書類等は厳重に管理し、本件採用業務以外に利用しません。 

(3) 不明な点は、上記応募票提出先までお問い合わせ下さい。 

 

 


